
サステナビリティ・リンク・ローンとは・・・？

スキーム図

大阪府では、中小事業者の脱炭素経営の促進に向け、「大阪府気候変動対策
の推進に関する条例」に基づく届出・評価制度と連動したサステナビリティ・リンク・
ローン（SLL）制度「おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク」を構築しました。

企業が環境問題や社会課題の解決への貢献に向けたサステナビリティ
目標である「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット」（SPT）を設定
し、達成度合いに応じて金利等の融資条件が変動する仕組みです。

おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク

※制度の詳細やご利用にあたり必要な書類は大阪府のホームページをご確認ください。
お取り扱い金融機関は大阪府のホームページをご確認ください。
URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/osaka_sll/index.html

＜問合せ先＞
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
メール：eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp
TEL：06-6210-9553
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概 要
ローン種別 サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）

特徴 SPTの達成に応じて金利優遇等のインセンティブを付与

対象事業者
大阪府内において、事業活動を営んでいる事業所（工場、業務ビル、店舗等）を有する「大阪府気候変
動対策の推進に関する条例」（以下「府条例」という。）で定める特定事業者以外の事業者

利用要件
・大阪府の「脱炭素経営宣言登録制度」における宣言事業者であること
・府条例に基づく対策計画書の届出を行うこと。また、その届出において「基準年度比削減率が目安以上」

かつ「重点対策実施率90 ％以上」の計画となっていること

資金使途 限定なし

融資金額 上下限なし ※金融機関が個別に設定することは妨げない

融資期間 3年以上 ※金融機関が個別に設定することは妨げない（3年以上に限る）

ＫＰＩ 大阪府内に設置する事業所における事業活動から排出される温室効果ガスの削減

ＳＰＴ

ア．府条例に基づく実績報告書を提出すること
※府条例に基づく実績報告書を初めて届出する事業者に限る
※金融機関がSPTから除外することは妨げない

イ．府条例に基づく実績報告書において、以下の条件を達成すること

備考
・融資の可否、条件等については金融機関との協議による。
・SPTが未達成の場合、当初の貸付金利の利率から引き上げるペナルティ措置は認めない。

留意事項

※ご利用に際しては各金融機関所定の審査があります。審査結果によってはご希望に沿えない場合が
ございますのでご了承ください。

※商品の詳細・お申し込み方法等につきましては、お取り扱いのある金融機関にお問い合わせください。

企業価値の向上
脱炭素化に取り組む企業として、社会的支持の獲得
や企業価値の向上につながります。

第三者評価の負担軽減

フレームワークに対し第三者意見を取得しており、個
別の第三者評価の取得が不要です。

SPT達成によるインセンティブ

SPTを達成することで金利優遇等のインセンティブを
受けることができます。

具体的に脱炭素化が進む

温室効果ガス排出量の削減目標を設定することで、
具体的に脱炭素化の取組を進めていくことができます。

対象年度 条件

2030年度まで

以下のいずれかの条件を達成すること。
Ⅰ．基準年度比削減率が削減目安以上かつ前年度比削減率5%以上（年率）
Ⅱ．基準年度比削減率が削減目安以上かつ前年度比削減率1.5%以上5%未満

（年率）かつ、重点対策実施率90%以上
※温室効果ガス排出量の算定は、原則排出量ベースとするが、温室効果ガス排出量と

密接な関係を持つ指標があり、希望する場合は原単位ベースとすることができるものとする。

2031年度以降
温室効果ガス排出量の削減率が2030年度比で年平均5%以上を達成すること。
※温室効果ガス排出量の算定は、排出量ベースとする。なお、年平均5％以上とは、当該年
度における2030年度比の排出量削減率を経過年数で割った値が5％以上であることを指す。

※なお、本条例に基づく実績報告書の内容や書式に変更が生じた際には、大阪府が本制度の見直しを行い、ホームページ等で公開する。
その際、SLLとしての適合性を確認する必要がある場合、大阪府が第三者評価機関に確認する。

（2026年３月現在）

事業者のメリット


